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文責：萩本 茂夫

ヒケッシー

平成 20年6月1日からすべての住宅に義務化され、平成 30年6月で10年が経過

しました。電池式の機種を設置されている方について、電池寿命の確認を
お願いします。また、定期的に作動確認を行ってください。

電池交換ではなく機器取替を推奨します。機器基盤の寿命もおおよそ10年
だと言われています。

平成21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 令和

元

住宅火災件数 14778 14044 13673 12832 12502 11855 11102 10523 10489 10269 10058

住宅火災死者数 1023 1022 1070 1016 997 1006 914 885 889 946 899
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住宅火災の件数（放火除く）・住宅火災による死者数（放火自殺等除く）

住宅火災件数 住宅火災死者数

住宅用火災警報器の設置率は、８２．６％（豊橋市：令和2年7月1日現在）

設置しなければならない場所

台所、寝室、こども部屋(寝室を兼ねる場合)、2階以上に寝室が

ある場合の階段 設置機種は、煙式の機種（豊橋市）

(火器未使用の「IH」が設置されている台所でも設置が必要)

←マークの付いた機種を購入してください
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